
長崎市イノベーション創出支援実証事業等推進費補助金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、本市における地域経済の継続的発展を図るため、新分野における新

たなビジネスモデルの創出に資する取組を行う民間事業者に対し、予算の定める範囲内

において、長崎市イノベーション創出支援実証事業等推進費補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付することについて、長崎市補助金等交付規則（昭和６３年長崎市規則第

２１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的

とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 新分野 情報技術、環境及び生命科学の分野をいう。 

⑵ 新たなビジネスモデル 新分野において民間事業者が新たに実施する事業への進出

又は新製品若しくは新サービスの開発等に資する取組であって、新たな価値の創出を目

指すもの（既に実施している事業の拡大若しくは効率化又は従来製品若しくはサービス

の改良を目的とするものを除く。）をいう。 

 ⑶ 民間事業者 次のアからオまでのいずれかに該当する者をいう。 

  ア 会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項に規定する会社 

  イ 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に規定する中小

企業者及び同法第２条第５項に規定する小規模企業者 

  ウ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項に

規定する中小企業団体（信用協同組合を除く。） 

  エ 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第４条に規定する農業協同組合及

び農業協同組合連合会並びに同法第７２条の６第１項に規定する農事組合法人 

  オ 水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第２条に規定する水産業協同組

合 

⑷ 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学、高等専門

学校並びに研究開発を主たる業務とする国又は地方公共団体が設立した研究機関及び

独立行政法人をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、長崎市内に事務所又は事業所を有する民間事業

者（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第５項の性風俗関連特殊営業を行うものを除く。）とする。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。 

）は、新分野における新たなビジネスモデルの創出に資する取組であって、補助金の交

付の決定の日から規則第１２条の規定による実績報告の日までに実施するものとする。 



２ 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体から同趣旨の補助金等を受けている又

は受ける予定である事業は、補助対象事業対象としない。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（消費税及び地方消費税に相当する額を含まない

額をいう。）（以下「補助対象経費」という。）は、別表のとおりとする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（この額に1,０００円未

満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）とし、次の各号に掲げる事業の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。 

⑴ 民間事業者が単独で実施する事業 ５０万円 

⑵ 民間事業者、大学等の二者以上により構成されるグループ（ただし、大学等のみで

構成されるものを除く。）が協業により実施する事業 １００万円 

 （交付の申請） 

第７条 規則第３条第１項に規定する市長が定める期日は、補助対象事業を行う年度の１

１月末日（その日が休日（長崎市の休日を定める条例（ 

平成５年長崎市条例第３５号）第１条第１項に規定する休日をいう。）に当たるときは、

その日前の休日でない日）とする。 

２ 規則第３条第１項第１号及び第２号の書類は、事業計画書（第２号様式）及び収支予

算（精算）書（第３号様式）とする。 

３ 規則第３条第１項第５号の市長が必要があると認める書類は、次に掲げるものとする。 

⑴ 各構成員の役割、事業の実施体制その他必要事項を記載した書類（ 

協業の場合に限る。） 

 ⑵ 登記事項証明書（法人の場合にあっては、履歴事項全部証明書） 

 ⑶ 補助対象経費が確認できる見積書等の写し 

４ 規則第３条第２項の規定により、同条第１項第３号の書類は、省略するものとする。 

５ 規則第２２条の規定により、補助金の交付の申請は、規則第３条第１項の補助金等交

付申請書に代えて、長崎市イノベーション創出支援実証事業等推進費補助金交付申請書

（第１号様式）とする。 

 （補助金の交付の変更） 

第８条 規則第５条第３項に規定する補助事業等変更中止（廃止）承認申請書に添付する

書類は、第７条に規定する交付の申請に係る添付書類のうち、変更が生じたものとする。 

 （軽微な変更） 

第９条 規則第５条第１項第１号に規定する市長が認める軽微な変更は、次に掲げる要件

を全て満たすものとする。 

⑴ 補助金の交付の目的の達成及び既に交付の決定を受けた事業計画に基づく補助対象

事業の遂行に支障のない範囲の変更であること。 

⑵ 補助対象経費の２０パーセント以内の変更であって、補助金の増額を伴わないもの



であること。 

 （交付の条件） 

第１０条 規則第５条第１項第４号の市長が必要と認める事項は、次に掲げるものとする。 

⑴ 補助金に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備のうえ、補助をした年

度の翌年度から起算して５年間保存すること。 

⑵ 補助対象事業を実施する年度の翌年度から起算して５年間、市長の求めに応じ、補

助対象事業の効果、経営状況等に係る調査への協力をすること。 

 （申請の取下げ） 

第１１条 規則第７条第１項の別に定める期日は、規則第６条第１項の規定による通知を

受領した日から起算して１月を経過した日とする。 

 （実績報告） 

第１２条 規則第１２条の別に定める期日は、補助対象事業が完了した日から起算して１

月を経過した日又は補助対象事業を実施する年度の２月末日のいずれか早い日（その日

が長崎市の休日を定める条例第１条第１項の休日に当たるときは、その日前の休日でな

い日）とする。 

２ 規則第１２条第１号の書類は、収支予算（精算）書とする。 

３ 規則第１２条第２号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。 

⑴ 事業実施報告書（第４号様式） 

⑵ 補助対象経費の支払を証する領収書等の写し 

 （財産の処分の制限) 

第１３条 規則第１９条ただし書の市長が別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「省令」という。）に定められた資

産の耐用年数とする。 

２ 規則第１９条第２号及び第３号の別に定めるものは、省令に定められた資産とする。 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則（令和８年３月２７日長崎市告示第２５７号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助

金の交付の決定を受けた者に係るこの要綱の規定については、同日以降もなおその効力

を有する。  



別表（第５条関係） 

補助対象経費 内 容 

⑴ 報償費 外部専門家等に対する謝礼金、事業協力等に対する謝

礼として支払われる経費 

⑵ 原材料・消耗品費 補助事業に直接使用する原材料及び消耗品の購入費

（補助対象事業の実施に限って使用するものであるこ

とを確認することのできるものに限る。） 

⑶ 外部委託費 補助事業者が直接実施することができないものについ

て、第三者に委託又は外注するために支払われる経費 

⑷ 機械器具借上料 補助対象事業の実施に必要な機器、器具等のリース・

レンタルに要する経費 

⑸ 備品購入費 補助対象事業の実施に必要な機械、備品等の購入に要

する経費（補助対象経費の２分の１以内とする。） 

⑹ その他経費 補助対象事業の実施に必要な経費であって、前各号に

属さないもの 

  



第１号様式（第７条関係） 

 

長崎市イノベーション創出支援実証事業等推進費補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

（あて先）長崎市長  

 

申請者  住 所 

事業所名 

役職・代表者氏名              

 

長崎市イノベーション創出支援実証事業等推進費補助金交付要綱第７条第１項の規定により、

次のとおり申請します。 

 

補助年度    年度 

申請する補助率 

及び補助上限額 

分野 区分 補助率 補助上限額 

□情報技術 

□環 境 

□生命科学 

□民間事業者が単独で実施する 

事業 

２分の１ 

５０万円 

□民間事業者二者以上又は民間 

事業者及び大学等の二者以上 

により構成されるグループが 

協業により実施する事業 

１００万円 

補助事業等の 

目的及び内容 
 

補助事業等の 

経費所要額 
  円 

交付申請金額   円 

補助事業等の 

完了予定年月日 
  年  月  日 

 

添付書類 

 

１ 事業計画書 

 

２ 収支予算（精算）書 

 

３ 税の滞納が無いことの証明書（市税、事業税、消費税及び地方消費

税（個人にあっては市税）） 

 

４  補助対象者の登記事項証明書（履歴事項全部証明書（法人の場

合）） 

 

５ 補助対象経費が確認できる見積書等の写し 

 

６ 各構成員の役割、事業の実施体制その他必要事項を記載した書類 



第２号様式（第７条関係） 

 

長崎市イノベーション創出支援実証事業等推進事業計画書 

                             年  月  日  

（あて先）長崎市長 

事業名  

実 

施 

者 

申請者  

所在地 

名 称 

役職・代表者名 

構成員（申請者を除く） 

※単独枠の場合、記載不要 

所在地 

名 称 

役職・代表者名 

事業費 円 

担当者名 

所属  
TEL  

氏名  

メールアドレス  

事業実施期間 年 月 日 ～ 年 月 日 

目的 
 

 

計画内容 

①事業概要（革新性の内容を含めて記載） 

 

 

②事業スケジュール 

 

 

目標 

①本補助事業終了後の目標 

 

 

②ビジネス化に向けた目標 

 

 

効果 

①長崎市の産業、経済、社会への波及効果 

 

 

 

 



第３号様式（第７条、第１２条関係） 

 

長崎市イノベーション創出支援実証事業等推進事業収支予算（精算）書 

 

年 月 日  

（あて先）長崎市長 

 

所在地  

名 称  

役職・代表者名  

 

１ 収入の部 

（単位：円） 

区分 予算額 備考 

①補助金   

②自己資金   

③その他   

   

   

合 計   

 

２ 支出の部 

（単位：円） 

区分 予算額 備考 

   

   

   

   

   

   

合 計   

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第１２条関係） 

 

事業実施報告書 

 

１ 実施内容 

 

 

 

２ 事業の成果と課題 

 



 

３  今後の展開や展望 

 

 

 

 

 


